
- 1 -

訪問介護

重要事項説明書(向日市)

＜令和８年 ２月 1 日現在＞

１ 訪問介護事業者（法人）の概要

名称・法人種別 生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ

代 表 者 名 理事長 山路 容子

所在地・連絡先

（所在地） 京都市南区上鳥羽西浦町 233

（電話）075-606-7360

（FAX） 075-606-7366

２ 事業所の概要

⑴ 事業所名称及び事業所番号

事 業 所 名 生活クラブ訪問介護 まんまる

所在地・連絡先

（所在地）京都市南区久世上久世町 161 番地

（電話） 075-874-2850

（FAX） 075-874-2853

事業所番号 ・訪問介護：2670501473

管理者の氏名 浪越 啓之

⑵ 事業所の職員体制

ア 訪問介護

従業者の職種
人数

（人）

区分

常勤(人) 非常勤(人)

管理者 1 1 訪問介護員と兼務

サービス提供責任者 2 1 1 訪問介護員と兼務

訪問介護員 ７ 2 ５

事務職員

⑶職務内容

・管理者

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法

令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

・サービス提供責任者

①サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に

対する技術指導及び自立支援・重度化防止の観点を踏まえた訪問介護計画の作成等を行います。

②居宅介護支援事業所等に対し、サービスの提供にあたり把握した利用者様の服薬状況、口腔機能そ

の他の心身の状態及び生活状況にかかる必要な情報提供を行います。なお、提供内容はサービス提供

責任者が適切に判断します。また、必要な情報の提供については、予めサービス担当者会議等で居宅介

護支援事業者等と調整します。

③訪問介護を実際に行った時間を記録させるとともに、当該時間が標準的な時間に比べて著しく短時

間となっている状態が続く場合は、サービス提供責任者は、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計

画の見直しを行います。また、併せてすべての介護職員を対象に月１回以上会議を開催し、適切な訪問

介護の運営に努めます。

・訪問介護員

訪問介護等は、訪問介護計画に基づき、サービスを提供し、利用者様の状況についてサービス提供責

任者に報告するとともに、研修や技術指導等を受けます。

向日市版
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⑷通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域 京都市内（北区-小野郷・中川・雲ケ畑、左京区-大原・別所・花脊・

広河原・久多、右京区-水尾・宕陰・京北の北部山間地域を除く）お

よび京都府向日市の区域

※上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。

⑸ 営業日・営業時間

営業日 営業時間

月曜日～金曜日 8：30 ～ 17：30

営業しない日 土曜日・日曜日・祝日・ 12 月 31 日～1 月 3 日
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３ サービスの内容

種類 内容・手順

１ 身体介護 食事介助 食事の介助を行います。

入浴介助 入浴の介助または入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などし

ます。

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。

外出介助 買物同行の介助を行います。

服薬介助 服薬の準備及び確認を行います。

自立生活支援・

重度化防止の

ための見守り

的援助

・利用者様と一緒に家事全般の手助けや見守り（安全確認の声かけ

や転倒予防のための見守り、疲労の確認を含む）を行います。

・入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための

声かけ、体調確認なども含む)を行います。

・自らが服薬ができるよう、服用時において直接介助を行わずに側

で見守り、服薬を促します。

・ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守り

中心で必要な時だけ介助）を行います。

・車椅子等での移動介助を行って店に行き、利用者様

が自ら品物を選べるよう援助します。

※上記のほか、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行

うもの等であって、利用者様と訪問介護員がともに日常生活に関す

る動作を行います。

２ 生活援助 買い物 利用者様の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。

（預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。）

調 理 利用者様の食事の用意を行います。

（ご家族分の調理は行いません。）

掃 除 利用者様の居室の掃除を行います。

（利用者様の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。）

洗 濯 利用者様の衣類等の洗濯を行います。

（ご家族分の洗濯は行いません。）

ベッドメイク 利用者様の布団整え・シーツ交換・布団干しを行います。

（ご家族分のベッドメイクは行いません。）

衣類整理 利用者様の衣類整理・季節毎の入れ替えを行います。

（ご家族分の衣類整理は行いません。）

ごみ出し 自宅のゴミ集め定められた場所にゴミ出しを行います。

３ その他 相談 日常生活を営むうえでの心身の不安や悩みについての相談を行

います。

４ 費用

⑴ 介護保険給付対象サービス

介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の１割

※負担率２割の方は自己負担額が２倍、負担率３割の方は自己負担額が３倍となります。
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【料 金 表】

（訪問介護）(1 回あたり)

サービスの内容

１回あたりの所要時間

合成単位数
単位数×特定事業

所加算Ⅱ

利用料金(円)
合成単位数×地域

単価

利用者負担額
（1割の場合）

身
体
介
護
中
心
型

(1)２０分未満 １７９ １９１５ １９２円

(2)２０分以上３０分未満 ２６８ ２８６８ ２８７円

(3)３０分以上１時間未満 ４２６ ４５５８ ４５６円

(4)１時間以上１時間３０分未満 ６２４ ６６７７ ６６８円

(5)１時間３０分以上
３０分増すごとに＋

９０

３０分増すごとに

＋９６３

３０分増すごとに

＋９６円

(2)～(5)に引き続き「生活援助中心

型」を算定する場合

２５分増すごとに＋

７２(２１６を限度)

２５分増すごとに

＋７７０

２５分増すごとに

＋７７円

生
活
援
助

中
心
型

２０分以上４５分未満 １９７ ２１０８ ２１１円

４５分以上 ２４２ ２５８９ ２５９円

※介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)・・・ 所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位）

に 18.2％を乗じた単位数を加算します。

夜間（午後６時から午後１０時）・早朝 (午前６時から午

前８時）の加算

上記の額に１回につき２５％加算します

。

深夜（午後１０時から午前６時）の加算 上記の額に１回につき５０％加算します

。

・加算項目

１割負担 説 明

初回加算

（1 月 ２００単位）

2１４ 円

過去２ヶ月に指定訪問介護を受けていない場合に加算。

新規に訪問介護計画を作成した利用者様に対して、初回に実施し

た訪問介護と同月内にサービス提供責任者が、自ら訪問介護を

行う場合又は他の訪問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問し

た場合に加算します。

緊急時訪問介護加

算

（１回 １００単位）

１０７ 円

1 回の要請につき１回を限度として加算。

利用者様やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者

が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認め

た時に、サービス提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅

サービスにない訪問介護（身体介護）を行った場合に加算します。
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生活機能向上連携

加算（Ⅰ）

（1 月１００単位）

１0７ 円

サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所または通

所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士（以下「理学療法士等」という。）による訪問リハビリテーシ

ョン又は通所リハビリテーションの一環として利用者様の自宅を

訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、理学療法

士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を

作成。また当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサ

ービス提供を行い、当該計画に基づく初回の訪問介護が行われ

た日から３ヶ月間、算定します。

生活機能向上連携

加算《Ⅱ）

（１月 ２００単位）

２１４ 円 サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所または通

所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士が利用者宅を訪問して行う場合に加えて、リハビリテーショ

ンを実施している医療提供施設（原則として許可病床数 200 床

未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医

師が訪問して行う場合、算定します。

口腔機能強化加算

（１月 ５０単位） 5４ 円

口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意

を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結

果の情報提供を行ったときに加算します。

特 定 事 業 所 加 算

(Ⅱ)

当事業所は、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして届け出てお

り、全てのご利用者が対象になります。所定単位数（基本サービス費）に 10％

を乗じた単位を加算します。

介護職員等処遇改

善加算(Ⅲ)

国が定める基準に適合し、介護職員等の賃金の改善等を実施し、利用者に対

し訪問介護を行った場合、所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加

えた総単位）に 18.2％を乗じた単位数を加算します。

・ 介護報酬告示単位数に、地域区分毎の加算(事業所所在地：京都市：１単位＝１0.７円)をかけて計算

した金額です。

・ 上記料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者様の訪問介護

サービス計画に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。

・ 介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用の利用料金は、事業者が別に設定し、全額が利用者の

自己負担となりますのでご相談ください。

・ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があ

ります。その場合、利用者様は 1 ヶ月につき料金表の利用料金全額をお支 払いください。利用料のお

支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収証を発行します。

・ 利用者の身体的理由もしくは暴力行為等の事情があり、かつ、利用者様又はその家族等

の同意を得て、訪問介護員が２人で訪問する場合は、２人分の料金となります。

⑵ 交通費

２の(4)の通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。

通常の事業の実施地域以外の地域にお住まいの方は，通常の事業の実施地域を越えた所から公共交通

機関を利用した実費が必要となります。

なお、自動車を使用した場合は次の交通費をいただきます。

事業の実施地域を越えた地点から、片道5 キロ未満 200 円

事業の実施地域を越えた地点から、片道5 キロを超え 1 キロ増すごとに 50 円加算
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⑶ その他の費用

サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。

⑷ キャンセル料

利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。

ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用日の前日までに連絡があった場合 無 料

利用日の前日までに連絡がなかった場合 当日利用料自己負担相当分

⑸ 利用料等のお支払方法

毎月、15 日までに前月分の請求をいたしますので、月末までに以下の方法によりお支払いくださ

い。 なお、入金確認（お支払い）後、領収証を発行します。

支払い方法 支払い要件等

銀行振り込み

次の口座にお振込みください。

＜振込先口座＞

京都信用金庫 上鳥羽支店

普通預金口座（口座番号339385）

口座名義 生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ

口座引き落とし
利用月翌月 末日（非営業日の場合は翌営業日）に指定口座より

引き落としさせていただきます。

現金払い 当事業所の窓口にて、お支払いください。

５ 事業所の特色等

⑴ 事業の目的

要介護状態にある方に対し、適正な訪問介護を提供することにより要介護状態の維持、 改善を目的と

し、目標を設定して計画的にサービスを提供します。

⑵ 運営方針

ひとり一人の個性と尊厳を大切にして、その人らしい楽しい生活がすごせるよう、そして誰もが住み慣

れた場所で暮らせるようなコミュニティづくりに貢献します。

基本を大切にした質が高いサービスと情報公表、説明責任を大切にしていきます。

職員は自覚を持ってお互いに尊重し、働き甲斐の持てる職場つくりをします。

⑶ その他

事項 内容

訪問介護計画

の作成及び

事後評価

担当のサービス提供責任者が、利用者様の直面している課題等及び利用者様の希望を

踏まえて、訪問介護計画を作成します。

また、サービス提供の目標の達成状況等を評価し、その結果を書面（サービス報告書）に

記載して利用者様に説明のうえ交付します。

従業員研修 年10回以上、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るための研修を行っています。
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６ サービス内容に関する苦情等相談窓口

当事業所利用者相談窓口

窓口責任者 森田 ミカ

ご利用時間 8：30～17：30

ご利用方法 電話（075-874-2850）

面接（当事業所1階相談室）

当法人相談窓口

窓口責任者 福祉たすけあい事業部長 森田 穣二

ご利用時間 9：00～18：00

ご利用方法 電話 075-874-2905

向日市役所市民サービス部高齢介護課 受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：15

電話番号： 075-931-1111

京都府国民健康保険団体連合会 受付時間：月曜日～金曜日９：００～１７：００

電話番号： ０７５－３５４－９０９０

７ 緊急時及び事故発生時等における対応方法

サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡

先（ご家族等）、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするとともに必要な措置を

講じます。

また、サービス提供中に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京都市、

市町村、当該利用者の家族及び当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行います。

主治医 病院名

及 び

所在地

氏名

電話番号

緊急時連絡先（家族等

）

氏名（続柄） （ ）

住 所

電話番号

８ 利用者様へのお願い

サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。

当事業所は 生活協同組合 生活クラブ京都エル・コープ が運営する事業所です。生活協同組合が行

う介護保険事業は、組合員以外でも、上限枠の範囲内で利用いただけますが、できるだけ組合員として

加入してご利用いただきますよう、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
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◆当事業者はサービスの利用に当たり、利用者に対して重要事項説明書を交付のうえ、訪問介護のサー

ビス内容及び重要事項の説明を行いました。

説明年月日：令和 年 月 日

事業者 住 所 京都市南区上鳥羽西浦町 233

事業者（法人）名 生活協同組合生活クラブ京都エル・コープ

代表者名 山路 容子

事業所名 生活クラブ訪問介護 まんまる

（事業所番号） 2670501473

管理者名 森田 ミカ 印

説明者 職 名 サービス提供責任者

氏 名 浪越 啓之 印

私は、重要事項説明書に基づいて重要事項の説明を受け、その内容に同意のうえ、本書面を受領しま

した。

利用者本人 住 所

氏 名 印

（署名・法定）代理人 住 所

氏 名 印

（利用者との関係： ）


